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税理士法改正と税政連活動　　　
会長   根 里 泰 夫

税理士法改正と税政連活動　　　
会長   根 里 泰 夫

【税理士法改正】
このたびの税理士法改正について報告します。

〔改正が実現〕
本年3月20日、税理士法改正を含む法律案が可

決成立しました。前回の平成13年から13年ぶり
の改正でした。時代の変化に応じて国民・納税者
の期待に応え得る制度への改革を目指したもので
あります。これまで改正に向けてご尽力いただき
ました諸先輩方のご労苦に深く感謝します。
〔改正内容〕

主な改正内容は次のとおりです。
①　公認会計士に係る資格付与の見直し
②　税理士試験の受験資格要件の緩和
③ 懲戒免職等となった公務員等に係る税理士へ

の登録拒否事由等の見直し
④　調査の事前通知の規定の整備
⑤ 非税理士に対する名義貸しの禁止及び罰則規

定の創設
⑥　税理士に係る懲戒処分の適正化
⑦　租税教育への取り組みの推進
〔改正後の対応〕

法律改正は成りましたが、今後、具体的項目ご
とに検証等していく必要があります。

特に、公認会計士資格による税理士登録につい
ては、国税審議会が指定する税法に関する研修を
受講する（公認会計士法に基づく実務補習規則に
よって終了考査に合格することが要件となってお
り、現在の実務補習合格率は約70％）ことにな
りましたが、この結果、税理士試験とのバランス
が保たれているのか検証していく必要がありま
す。

【税政連活動】
最近の税理士政治連盟（以下「税政連」とい

う）の活動報告をします。
〔陳情を実施〕

本年8月6日、小池ゆりこ税理士後援会並びに
東京税理士政治連盟役員と共に議員会館に小池ゆ
りこ衆議院議員を訪ね、陳情を行いました。平成
27年度税制改正に関して①消費税の単一税率を
維持すること②法人税の実効税率の引き下げに伴

う課税ベースの拡大等については中小法人の課税
のあり方を考慮の上、慎重に行うこと③その他
（個別税法改正項目、納税環境整備項目など）を
要望しました。　
〔予算要望を申出〕

昨年11月、豊島区役所を訪れ、区議団各会派
に要望事項申出書を提出しました。その際、平成
26年度予算に関して豊島区が行う区民サービス
事業において税務の専門家である税理士を活用で
きるよう広報活動を行いそのための予算措置を講
じるよう要望しました。具体的には、区民への①
税務相談実施の拡充強化②租税教育実施の拡充③
成年後見制度利用の拡充強化④豊島区マンション
管理推進条例に基づく税理士派遣についてです。
〔税理士後援会との活動〕

当連盟地域内の各税理士後援会と共に被後援者
をお招きして国政報告会、研修会、懇親会等を開
催し、被後援者との連携を深め、税制等の改正要
望を行っています。税理士後援会は、日頃の接触
を通じて国会関係の情報を得、税理士会の要望実
現のための働きかけを効果的に行うことを目的と
しています。詳しくは税理士後援会のページをご
覧ください。
〔当連盟の新たな動き〕

最近の新しい取り組みは以下のとおりです。
① ホームページを開設して、随時、活動内容や

新しい動きを伝えていきます。
② 会費自動収納を拡充して会員の利便性向上を

図ります。
③ 税政連会員限定事業として「税理士のための

ポケットブック」配付、国会議員を囲んでの研
修会を実施していきます。

〔これからの活動強化に向けて〕
税政連は、税理士業界の問題に限らず税務の専

門家として中小企業・一般納税者の立場を踏まえ
た国民的な視点から主張しています。

充実した活動を行うためには組織率の強化が必
要です。未加入者につきましては、税政連の趣旨
をご理解いただき、当連盟にご加入いただきます
ようお願い申し上げます。

これからも、会員の皆様とともに国民のための
税制改正等に取り組んでまいります。
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Ⅰ.総会に関する事項
１.平成25年６月７日 第36回定期総会を開催

下記議案を承認可決
於　ホテル・メトロポリタン

記　　　　　
審議事項
第1号議案 平成24年度運動経

過報告承認の件
第2号議案 平成24年度収支決

算書承認の件
第3号議案 平成25年度運動方

針承認の件
第4号議案 平成25年度収支予

算書承認の件
第5号議案 任期満了に伴う役

員改選の件

Ⅱ.幹事会に関する事項
１.平成25年５月14日 ⑴　定期総会の開催について

⑵　定期総会提出議案の審議
於　支部会議室

Ⅲ.常任幹事会に関する事項
１.平成25年５月７日 ⑴ 東京都議会議員選挙の候

補者推薦に関する件
⑵ 第36回定期総会議案書に
関する件

⑶　幹事会開催の件
⑷ 東京都選挙管理委員会へ
の届出の件

⑸ 東税政等への対応の件
⑹ その他

於　支部会議室
２.平成25年７月９日 ⑴　役員人事の件

⑵ 東京税理士政治連盟への
対応

⑶ 当面の行事等スケジュー
ルと対応に関する件

⑷ 東京都選挙管理員会への
対応に関する件

⑸ 会報発行の件
⑹　会員増強の件
⑺ 国会議員税理士後援会へ
の対応

⑻ その他
於　支部会議室

３.平成25年９月19日 ⑴ 第36回定期総会議事録承認
⑵ 平成25年度会費の収納状
況と今後の対応検討

⑶ 会費自動収納システムの
拡充

⑷　会報発行
⑸　研修会の実施
⑹　東税政への対応
⑺ その他

於　支部会議室
４.平成26年１月14日 ⑴　ホームページを開設の検討

⑵ 平成25年度会費の収納状
況と今後の対応検討

⑶　会員数の扱い
⑷ 会費自動収納システムの
拡充

⑸ 東京税理士政治連盟等へ
の対応の件

於　支部会議室
５.平成26年３月26日 ⑴ 第37回定期総会議案のう

ち平成25年度運動経過報告
に関する件

⑵　予算について
⑶ 会費自動収納システムの
拡充

⑷　幹事会開催の件
⑸ 東京都選挙管理委員会へ
の届出の件

⑹　東税政等への対応の件
⑺ その他

於　支部会議室

Ⅳ.国会議員後援会等に関する事項
１.平成25年４月22日 「小池ゆりこY’sフォーラム経

豊島税理士政治連盟の活動豊島税理士政治連盟の活動
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営研究会」に出席
２.平成25年６月28日 小池ゆりこご尊父お別れの会

に出席
３.平成25年８月２日 自由民主党豊島総支部「暑気

払いin東武ビアガーデン」に出
席

４.平成25年９月２日 江端貴子税理士後援会との意
見交換会に出席

５.平成25年９月20日 小池ゆりこご母堂通夜に出席
６.平成25年10月31日 小池ゆりこ編20/30プロジェク

ト出版記念パーティーに出席
７.平成25年11月18日 「小池ゆりこY’sフォーラム経

営研究会」に出席
８.平成25年12月29日 「小池ゆりこさんを囲む忘年

会」に出席
９.平成26年１月７日 自由民主党豊島総支部「新年

初顔合わせ」に出席
10.平成26年１月21日 「自由民主党豊島総支部緊急

朝食会」に出席
11.平成26年２月３日 「江端貴子税理士後援会」の

第4回定期総会に出席
12.平成26年２月４日 「小池ゆりこ税理士後援会」

の第6回定期総会に出席

13.平成26年３月６日 小池ゆりこ議員による確定申
告相談会場視察活動に協力

14.平成26年３月６日 江端貴子前議員による確定申
告相談会場視察活動に協力

15.平成26年３月25日 元衆議院議員小林興起後援会
「2014年春の集い」に出席

16.平成26年３月26日 自由民主党豊島総支部「3・26
春の集い」に出席

Ⅴ.東京税理士政治連盟に関する事項
１.平成25年４月18日 単位税政連及び後援会会長・

幹事長合同会議に出席
於　東京税理士会館

２.平成25年４月30日 「平成26年度税制改正に関す
る要望」についてのアンケー
ト調査に対して回答書提出

３.平成25年８月20日 単位税政連会長・幹事長会議
に出席

於　東京税理士会館
４.平成25年９月４日 本会の証票交付式での入会勧

誘活動に参加
於　東京税理士会館

５.平成25年９月20日 第47回定期大会に出席
於　京王プラザホテル

６.平成25年11月７日 自由民主党との朝食懇談会に
出席

於　自由民主党本部
７.平成25年11月11日 民主党との朝食懇談会に出席

於　衆議院議員会館
８.平成25年12月６日 「平成25年度ブロック会議事

前アンケート」に対して回答
書提出

９.平成25年12月16日 平成25年度ブロック別単位税
政連会議に出席

於　衆議院議員会館
10.平成26年２月６日 東京税理士会・東京税理士政

治連盟共催の「合同セミナ
ー」に参加
テーマ「平成26年度税制改正

大綱を読む」
於　東京税理士会館

Ⅵ.財務及び届出に関する事項
１.平成25年５月20日 平成24年4月1日〜平成25年3月

31日の会計監査を実施

豊島税理士政治連盟
常任幹事会メンバー
会 　 長 根里　泰夫
副 会 長 石井　啓子

同 田中　正人
同 中川　貞枝
同 渡邉　　利
同 中西　堅二

幹 事 長 髙畠　久之
副幹事長 三輪　治男

同 寺澤　　司
同 真瀬　明夫
同 大石　哲夫
同 山本　　孜
同 友澤幸太郎
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２.平成25年10月16日 平成25年4月1日〜平成25年9月
30日の会計監査を実施

３.平成26年３月27日 政治資金収支報告書（平成25
年1月1日〜平成25年12月31
日）を東京都選挙管理委員会
に提出

Ⅶ.その他の事項
１.平成25年４月７日 東京税理士政治連盟編集「税

理士のためのポケットブック
2013」を役員に配付

２.平成25年10月15日 広報誌「としま税政連」第10
号を発行

３.平成25年10月24日支部新転入会員会務説明会で当
連盟会務の説明

４.平成25年11月６日 豊島区議会自由民主党の予算
要望ヒアリングで要望書提出

５.平成25年11月６日 豊島区議会自治みらいの予算

要望ヒアリングで要望書提出
６.平成25年11月７日 豊島区議会公明党の予算要望

ヒアリングで要望提出

今回の税理士法改正では、研修受講の義務
化が改正項目から削除され、会則において措
置されることとなり、日税連会則案は以下の
ようになった。

日税連会則第65条
「税理士は、本会及び所属する税理士会が

行う研修を受け、その資質の向上を図るよう
に努めなければならない」　→　「税理士
は、その資質の向上を図るため、本会及び所
属する税理士会が行う研修を受けなければな
らない」

これで努力義務より強制力がある文言とな
るそうである。

ところで、研修受講義務化が削除された理
由として、自民党議連で審議した際に、一部
議員からこの項目は税理士会の自主性に委ね
るべき事項で法制化には反対する旨の発言が

出たからだと言われている。
しかし、研修受講の義務化について、東京

会では従前より会則義務化で十分ではないか
との意見が根強くあった。平成22年3月に出
した「日税連・税理士法改正PTタタキ台に
関する意見」の中でも、会則義務化、法定義
務化双方の意見を併記していたのである。

副会長コラム   石 井 啓 子副会長コラム   石 井 啓 子

年会費はこうして使われます

豊島税政連の年会費は8,400円で、そのう
ちの5,500円を東税政に拠出しています。そ
して、東税政はそのうち1,500円を日税政に
拠出しています。

このように、会費のすべてが豊島税政連
で使われるわけではなく、東税政や日税政
の機関紙の発行、各種活動費用として使わ
れています。

会員の皆様の更なるご理解とご協力を心
よりお願い申し上げます。
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〔納税者利便の向上〕
１　租税教育への取組の推進（法律・政令　平

成27年4月1日施行）
２　調査の事前通知の規定の整備（法律・省令

平成26年7月1日施行）
〔税理士の業務の活性化・人材確保〕
３　報酬のある公職に就いた場合の税理士業務

の停止規定等の見直し（名義貸しの禁止規定
等を含む）（法律・省令　平成27年4月1日施
行）

４　税理士試験の受験資格要件の緩和（法律
平成27年4月1日施行）

５　補助税理士制度の見直し（省令　平成27年
4月1日施行）

〔税理士制度の信頼性の向上〕
６　公認会計士に係る資格付与の見直し（法

律・省令　平成29年4月1日施行）

７　税理士に係る懲戒処分の適正化（法律　平
成27年4月1日施行）

８　懲戒免職等なった公務員等に係る税理士へ
の登録拒否事由等の見直し（法律　平成26年
4月1日施行）

〔その他〕
９　事務所設置の適正化（省令　平成27年4月

1日施行）
10　税理士証票の定期的交換（省令　平成27

年4月1日施行）
11　電子申告等に係る税理士業務の明確化（通

達　現行取扱いの明確化）
12　会費滞納者に対する処分の明確化（告示
平成27年4月1日施行）
後援会の皆様、ご協力いただきありがとうご

ざいました。
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小池ゆりこ税理士後援会は、去る平成26年2月
4日、ホテルメトロポリタンにおいて第6回定期
総会を開催いたしました。定期総会では、平成
25年度経過報告及び収支報告、そして平成26年
運動方針等が全会一致で承認されました。今後
は、引き続き税理士政治連盟と協議しながら一致
団結して、小池代議士の活動を支援していくこと
を誓いました。

安倍政権による賢明な経済政策の影響により多
少景気回復の兆しも見られますが、中小企業への
波及効果はいまだ十分とは言えない状況であ
ります。また昨今は、消費税がこの4月より
8％になり、さらに平成27年10月には10％へ
の増税も予定されているところであります。
それに伴い、軽減税率やインボイス制度の導
入あるいは法人税率引き下げ等についてもさ
らなる議論が必要とされており、税制改正も
難局の度合いを深めている昨今であります。

このような環境の下、私たち税理士は、国
民の目線に立って簡素・公平・中立な税制改
正を実現するとともに、納税者から信頼され

る納税環境の整備が必要であり、全力を挙げて取
り組まなければなりません。そこで、東京税理士
政治連盟・豊島税理士政治連盟と連携し、平成
26年8月6日、第一衆議院会館に小池ゆり子議員
を訪問して、税制改正等に係る私たち税理士の提
言を積極的に申し入れたところであります。

当後援会は、小池ゆりこ議員のグローバルで卓
越した力を国政の場でより一層発揮できるよう、
支援の輪を拡大するとともに、小池ゆりこ議員と
の連携を一層深めてまいります。

平成26年度税制改正（税理士制度の見直し）の概要平成26年度税制改正（税理士制度の見直し）の概要

小池ゆりこ税理士後援会　会長  中西堅ニ小池ゆりこ税理士後援会　会長  中西堅ニ

税　理　士　後　援　　　 　 　 　 　
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皆様もご存じのことと思いますが、小林こうき
の税理士後援会は平成7年11月に初代会長である
豊島の寺沢隼人先生のもと、ホテルメトロポリタ
ンで創立総会をもって誕生した後援会でありま
す。平成2年2月に小林こうきさんが第39回衆議
院選東京第5区で初当選され、平成21年8月の衆
議院で5期目の当選とほぼご一緒に今日まで共に

歩んできたということになります。
この間紆余曲折がありましたが、そんな状況で

も政治から一歩も離れる事なく命を懸けておられ
る数少ない日本の政治家のお一人であります。

本年7月9日にホテルニューオータニでの“小林
興起君と語る政経懇談会”では新政治集団「国民
党」を立ち上げられ、次期国政選挙で国政への復
帰を果すべく大勢の来賓・出席者を前に決意を表
明されたところです。

現在は彼が主催する永田町永楽倶楽部での毎月
一回の昼食勉強会や恒例の春と秋に開催するホテ
ルメトロポリタンでの“集い”に参加して、いろい
ろのお話しを通じて勉強したり応援をしておるの
が後援会の現状であります。この処われわれ後援
会員の出席減少が気になっております。どうぞ気
楽に出席して励まして下さい。写真は本年7月の
政経懇談会でのものです。

江端貴子税理士後援会は、発足してから4年が経
過しました。江端先生は平成24年12月の衆議院選
挙において民主党から立候補しましたが、当選する
ことができませんでした。民主党にとって厳しい結
果となりましたが、江端先生は政治活動を続けてい
ます。

当後援会は様々な活動を行っています。平
成26年2月3日には第4回定期総会を開催し、平
成25年度運動経過報告および収支報告、そし
て平成26年運動方針および収支予算等の議案
が承認され、さらなる活発な活動を目指し、
江端先生の政治活動を支援する決議されまし
た。

また、最近では平成26年8月19日江端先生を
囲んでの勉強会が開催され、豊島税理士政治
連盟前会長の内山良子会員を講師に、今年改
正された税理士法について勉強会が行われ、

その後は昨今の政治情勢等について懇談しました。
当後援会は次の衆議院選挙に向けて、支援活動を

続けてまいります。そして、江端先生には税理士政
治連盟の提言や活動を理解していただき、税理士を
取り巻く諸問題に向けて、存分に活躍していただけ
るよう江端先生の政治活動を後援していきます。

小林興起税理士後援会  会長  石原佑浩小林興起税理士後援会  会長  石原佑浩

江端貴子税理士後援会　会長  玉川良一江端貴子税理士後援会　会長  玉川良一

　 　 　 　 　　　会　の　ご　紹　介
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はじめに
本要望書は、当連盟の従来からの基本的な考え

方を踏襲しながら、傘下48単位税理士政治連盟
からの意見を集約し、東京税理士会の建議権を基
本とした「平成27年度税制及び税務行政の改正
に関する意見書」（以下「意見書」という。）に
掲げられた項目を実現するために、作成したもの
である。したがって、要望項目の多くは、意見書
に掲げられた項目であり、強く実現を求めるべき
ものである。

税理士法第1条は、「税理士は、税務に関する
専門家として、独立した公正な立場において、申
告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼に
こたえ、租税に関する法令に規定された納税義務
の適正な実現を図ることを使命とする。」と税理
士の使命を定めている。税理士は、この崇高な使
命と建議権に則り、日常の税理士業務において納
税者と接している専門家の立場から、納税者のた
めの民主的な租税制度の確立のために尽力すべき
である。〜後略
税制に対する基本的な視点

税制の具体化にあたって、以下の視点を十分配
慮し、税制を構築していくべきである。

⑴負担能力に応じた公平性に配慮した税制、⑵
立法過程などの透明性に配慮した税制、⑶国民の
納得が得られる税制、⑷時代に適した税制
本要望書では、喫緊の課題として次の2点につい
て特に強く要望する。

1.消費税の単一税率を維持すること、2.法人税
の実効税率の引き下げに伴う課税べースの拡大に
ついては、中小法人の課税のあり方を考慮の上、
慎重に行うこと。

重点要望項目
１．消費税の単一税率を維持すること。

消費税の軽減税率制度は、国民に対する痛税感
の緩和及び消費税率引き上げに伴う低所得者世帯
に対する配慮として検討されている。しかしなが
ら、同制度の導入の効果は、低所得者世帯のみな
らず、全世帯に影響が及ぶことになり、税収減収
額=逸失減収額が多額になるという点に最大の問
題がある。また、軽減税率対象品目の選定や中小
企業者の事務負担、簡易課税制度等の中小特例の
形骸化いう観点からも問題のある制度である。

したがって、同制度を導入することは適当では
なく、現行の単一税率を維持すべきである。しか

しながら、単一税率を前提にした場合には消費税
の逆進性の緩和を考慮する必要があり、この場合
軽減税率の導入に比べ事務負担が少なく、給付も
低所得者層に限定される「消費税の給付付き税額
控除制度」は必須な措置となる。

そこで、消費税率10％の段階では簡素な給付
制度を導入し、その後、マイナンバー制度の施行
に合わせて、給付付き税額控除制度を導入するこ
とにより、低所得者世帯に対する配慮を図るべき
である。

なお、マイナンバー制度の利用範囲については
国民に定着し、安定的な運用が約束されるまでの
期間については、社会保障と税への限定的な利用
となるよう引き続きを要望する。

２．法人税の実効税率の引き下げに伴う課税ペー
スの拡大については、中小法人の課税のあり方
を考慮の上、慎重に行うこと。
近年における経済のグローバル化の急速な進展

は、わが国の企業も自国の市場経済に留まること
なく、世界的な市場を視野に入れた経済活動に変
貌しており、TPPへの参加交渉により更に加速
するものと予想される。先進諸外国の法人税制
は、実効税率の引き下げが行われ、その一方でそ
れに見合う財源の確保を図る必要から法人税の課
税ベースの拡大が行われている。

そのため、わが国の法人所得課税においても、
企業の国際競争力を削ぐことのないように配慮す
べきである。

実効税率引き下げに伴う法人税の課税ベースの
拡大にあたっては、税制の公平性と透明性の観点
から租税特別措置を可能な限り縮減することによ
りその財源を確保すべきである。しかしながら、
現下では、外形標準課税の強化、欠損金の繰越控
除額に制限を設けるなどの案が浮上している。ま
た、今般の法人税改革と併せて、オーナー役員給
与に係る給与所得控除のあり方については、別途
の基準を設けるべきとの意見がある。課税ベース
の拡大の選定は、本来の制度としての機能を果た
していないものを対象とすべきであり、代替財源
が必要との議論のみでこのような項目が案に浮上
すること自体、租税負担の公平を著しく阻害する
ことになる。景気は、徐々に上向きつつあるもの
の中小企業の経営環境は未だ厳しい。課税ベース
の拡大にあたっては、財政基盤の脆弱な中小法人
の課税のあり方を考慮のうえ、慎重に検討しなけ
ればならない。
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Ⅰ　個別税法改正項目
１．消費税関係
⑴　税率引き上げに伴い、消費税額の適正な課税
の実現を図るため諸規定を見直すこと。とくに
予測性が求められる規定（選択届出制）につい
ては、課税の公平が損なわれる虞があるため早
急に整備すること。（継続）
※　選択届出制は、課税期間開始前までに適用（不適用）

の可否を予測して届出る制度となっている「課税事業者
選択（不適用）届出」や「簡易課税制度選択（不適用）
届出」の2年間継続適用の規定。

①　基準期間又は特定期間の課税売上高により
納税義務の有無を判定する納税義務免除の制
度を廃止し、新たに小規模事業者に配慮した
申告不要制度又は基礎税額控除制度を創設す
ること。（消法）（継続）

▼現行の納税義務免除の制度は、免税事業者と課
税事業者とで価格設定のあり方が異なるとの前提
にたち、課税期間開始前の基準期間又は特定期間
の課税売上高により納税義務の有無を判定してい
る。しかしながら、この制度では、課税期間の課
税売上高が多額となった場合でも納税義務が生じ
ない場合や、課税期間の課税売上高が少額となっ
た場合でも納税義務が免除とならない場合があ
り、小規模事業者への配慮という制度趣旨にそぐ
わない事象が散見されている。
▼また、免税事業者が多額の設備投資を行い、消
費税の還付を受けようとする場合、課税期間開始
前に「課税事業者選択届出書」を提出しなければ
ならないが、この取扱いがすべての免税事業者に
周知・理解されているとは言い難く、また、すべ
ての免税事業者に課税期間開始前に届出書を提出
すべきか否かという高度な判断を求めることは困
難である。届出書の事前提出を行わず、本来受け
られるべき消費税の還付を受けられていない事例
は少なくない。
▼こうした弊害を解消するためには、現行の納税
義務免除の制度を廃止し、すべての事業者を課税
事業者として取扱うこととし、その上で、小規模
事業者に配慮した新たな制度を創設することが必
要である。具体的には、課税期間の課税売上高が
一定金額以下の場合には申告・納付を不要とする
制度（「申告不要制度」）、もしくは、課税期間
の納付すべき消費税額より一定金額を基礎税額と
して控除し、納付すべき税額が基礎税額以下の場
合には申告・納付を不要とする制度（「基礎控除
税額制度」）を創設すべきである。
②　簡易課税適用事業者が高額な設備投資等を

した場合は、期首にさかのぼって原則計算へ
の変更を認めること。（消法37、同37の2）
（継続）

▼消費税法37条の2（災害等があった場合の中小

事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届
出に関する特例）では、災害等に伴う不意な設備
投資に備え、期首にさかのぼって簡易課税制度の
適用を受けることをやめることが認められている
ことからも、小規模事業者の実情に鑑み、課税売
上高に対して一定割合以上の課税仕入が生じた事
業年度（年分）については、期首にさかのぼって
簡易課税制度の不適用が認められるべきである。
⑵　仕入税額控除の要件とされている帳簿の記載

は、一定の要件を満たす請求書等を保存してい
る場合は簡略化すること。（消法30）（継続）

▼仕入れ税額控除の要件として、記載要件を満た
した帳簿及び請求書等の両方の保存を義務づけて
いることから、事業者の事務負担が過重になって
いる。請求書等により仕入税額控除要件が確認で
きるのであれば、重複して帳簿に記載しない場合
でも取引の検証は十分に可能であるから、帳簿へ
の記載を簡略化すべきである。
⑶　中間申告による納税を任意に選択できる制度
を拡充すること。（継続）

▼平成24年8月22日に公布された消費税法の一部
改正により、中間申告義務のない事業者であって
も、選択による六月中間申告納付ができることと
なった（改消法42⑧〜⑪）。

この制度は、消費税の滞納防止と徴税の効率化
の観点から非常に有効であると思われる。

そこで、この制度を更に拡充し、中間申告義務
の有無にかかわらず、一月中間申告や三月中間申
告についても選択することができるようにするべ
きである。

２．役員給与の損金不算入規定を見直すこと。
（法法34）（継続）
▼現行法における役員給与は、「定期同額給
与」・「事前確定届出給与」・「利益連動給与」
のいずれかに該当しなければ損金不算入、さらに
それらに該当する場合であっても、「不相当に高
額」か「仮装・隠ぺい」によるものは損金不算入
という、いわば原則損金不算入という規定になっ
ている。その中でも、特に「定期同額給与」・
「事前確定届出給与」という概念は、いわゆる社
会通念上の報酬・賞与とは異なった税法固有の概
念となっているため、たとえば期中に経営判断か
ら役員報酬を引き下げた場合に、形式的にその概
念に該当しないということで、課税処分を受ける
ケースも生じている。
▼役員給与の本質は職務執行の対価であるから、
恣意性のないものについては損金算入されなけれ
ばならない。したがって、損金不算入となる役員
給与を限定した上で別段の定めとする条文構造に
見直すべきであるとともに、その内容も課税要件
が明確かつ常識的なものにすべきである。
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３．土地建物等の譲渡所得に対する課税方法を分
離課税から総合課税に変更し損益通算及び繰越控
除を認めること。また、不動産所得に係る損益通
算の特例は廃止すること。（所法）（継続）

▼土地建物等の譲渡所得については、長期譲渡所
得と短期譲渡所得に区分の上、分離課税を適用し
ているが、所得金額が少ない階層には一層割高と
なることから課税方法を分離課税から総合課税に
移行すべきである。
▼また、損益通算及び繰越制度は、生活に通常必
要でない資産の譲渡による損失以外の損失は給与
所得、事業所得など他の所得との損益通算が認め
られており、租税法の基本である担税力に応じた
課税を行うという原則を実現するための制度であ
る。バブル崩壊後、不動産の譲渡による損失が多
くの納税者に生じている。このような現状を考え
ると、不動産の譲渡損失と他の所得との損益通算
をすることにより、土地の流動化を促進し、課税
の公平を図ることが国民生活の向上にとって必要
な政策であり、他の譲渡益の生じる資産譲渡との
譲渡所得内での通算のみでは、一部の資産家が利
するのみである。
▼不動産所得に係る損益通算の特例は、過度な節
税への対策として設けられたものである。しか
し、土地等の借入金利子の負担により、資金が流
出して課税所得が減少していることから、損益通
算を制限することは所得のないところに課税する
ことになる。

平成10年度改正によって、法人税においては
新規取得土地等に係る負債利子の課税の特例が廃
止されていることからも、これとの整合性を保つ
ためにもこの制度は早急に廃止すべきである。

４．一括償却資産の損金算入制度の廃止、少額減
価償却資産の取得価額及び繰延資産の一時損金算
入限度額を30万円未満に引き上げること。（所
令138、同139、同139の2、法令133、同133の
2、同134、措令67の5（継続）

▼現在、減価償却資産は度重なる改正により、
10万円以上、20万円未満、30万円未満の取得価
額によりそれぞれ損金算入限度額が選択できる一
方、その結果として事業者の事務処理上の混乱を
招くこととなっている。
▼このような繁雑性を防ぎ、減価償却計算に関す
る事業者の事務処理の負担を軽減するために、一
括償却資産の損金算入限度額を廃止するととも
に、少額減価償却資産の取得価額の一時損金算入
限度額を30万円未満に引き上げるべきである。

５．報酬に係る復興特別所得税の源泉徴収制度に
ついて簡素化を図ること。（継続）

▼復興財源確保法によると、復興財源の1つとし
て復興特別所得税（以下、「付加税」という。）

が課されることが決定しており、所得税の納税義
務者はその納付義務を負うことになるため、源泉
徴収を行う場合にも付加税を考慮した税率で行う
必要がある。

具体的には、⑴給与等に係る源泉所得税、⑵利
子・配当等に係る源泉所得税、⑶報酬等に係る源
泉所得税のケースがあるが、⑴の給与所得者の大
半については年末調整制度があり、⑵の利子・配
当所得については、一定のケースを除いては申告
不要であるのに対し、⑶の報酬については、ほと
んどの受給者が確定申告によって精算するという
大きな違いがある。
▼そもそも、報酬等を支払う際に源泉徴収を行う
のは、国が税金を徴収する事務の効率化及び便宜
性を考慮したものであることから、10％（又は
20％）という分かりやすい税率にしているとこ
ろ、付加税を考慮した10.21％にした場合には、
支払者に多大な事務負担が課される結果となる。

特に実務上は、源泉徴収後の手取額から支給総
額を逆算する方式が採られることも少なからずあ
ることからすると、事務処理はかなり煩雑になる
とともに、計算上のミスが生じやすくなることも
容易に想定できる。
▼確かに、受給者が申告不要のケースもあるが、
そのほとんどの者が確定申告により付加税の負担
を含めて精算する実情に加え、多大な事務負担の
増加による労働力のロス等を総合的に考えた場
合、いたずらに杓子定規な取扱いをするよりも、
企業や事業者の事務処理の簡便化を優先すべきこ
とから、報酬に係る源泉所得税については、付加
税を適用しないなど、簡素化を図るべきである。
▼また、法人事業者における利子・配当等に係る
源泉所得税に付加された復興所得税については、
法人税の申告の際に、法人税額と相殺できるよう
な手当も行う必要がある。

６．金銭又は延納による納付困難要件の判定から
納税者固有の財産の範囲を除外すること。（相法
38①、41①、相令12①、相令17①、相基通
38−2、相基通41−1）（継続）

▼平成18年度税制改正では、金銭又は延納によ
る納付困難要件を判定する際には、相続財産だけ
ではなく、納税者の固有の財産もその判定の対象
とされることとなった。

しかし、相続税は、所得金額を課税標準とする
所得税及び法人税とは異なり、取得した相続財産
そのものを評価し、課税価格とする財産税の性質
を有するため、その納付方法として「延納」及び
「物納」が金銭納付の例外として認められてい
る。
▼財産税である相続税は、本来課税対象となった相
続財産そのもので納付を完結すべきであり、金銭又
は延納による納付困難要件の判定においても、相続
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財産でその判定を行うべきであると考える。そこ
で、金銭又は延納による納付困難要件の判定から、
納税者固有の財産を除外すべきである。

７．二世帯住宅の小規模宅地等の減額の特例の適
用について、構造上区分されている一棟の建物
（集合住宅（マンション等）を除く）の区分所有
登記の有無による差異を解消すること。（措法
69の4③二イ、措令40の2④⑩）（新規要望）

▼相続税法では、被相続人の居住用建物の敷地が
一定の要件に該当する場合には、相続税額の計算
にあたって、その土地の評価額を減額する規定
（小規模宅地等の減額の特例）を置いており、そ
れを取得した相続人の相続後の生活に配慮をして
いる。
▼少子高齢化に伴い、昨今では、いわゆる二世帯
住宅の建築も増えてきているが、現行相続税法の
規定における小規模宅地等の減額の特例は、居住
形態が同じ二世帯住宅の敷地であっても、建物の
登記を区分登記するか否かによって、相続税の課
税に差異が生じてしまう不公平な取扱いとなって
いる。
▼このような課税上の差異には合理的な理由がな
く、建物登記の相違による不公平な取扱いは解消
すべきである。

Ⅱ　納税環境整備に関する項目
１．税制の企画立案手続の公正性・透明性を確保
すること。（共通・継続）

▼過年度における税制改正では、納税者に十分な
周知がないままに唐突な法改正が相次いだ。ここ
数年、各省庁において税制改正に関する要望の募
集が行われ、徐々にその透明性が確保されつつあ
るが、十分とはいえない。税制調査会等における
会議資料及び議事録を公開し、大綱の閣議決定後
の法案作成作業も含めて税制改正過程の透明化を
図るべきである。この透明性を確保するシステム
が、ひいては国民の国政に対する信頼性を確保す
る有効な手立てとなることからも、今後の一層の
充実を望むものである。
▼また、行政立法手続である税務における政省令
及び通達の制定改廃についても意見照会のシステ
ムが必要である。

２．国税通則法第1条（目的）に「納税者の権利利
益の保護に資する」旨の文言を追加し、納税者権
利憲章を制定すること。（継続）

▼平成23年度税制改正において、国税通則法改
正案のうち、税務行政において納税者の権利利益
の保護を図る趣旨を明確にするための第1条の改
正及び納税者権利憲章の策定が見送られたこと
は、これらの改正を長年要望してきた当連盟とし
ては、誠に遺憾である。

▼平成24年度税制改正大綱でも述べられている
ように、「平成23年度税制改正法附則第106条の
趣旨を踏まえ、納税者の利益の保護に資するとと
もに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する
観点」から、早急に国税通則法第1条（目的）に
「納税者の権利利益の保護に資する」旨の文言を
追加し、あわせて納税者権利憲章を制定するべき
である。
▼なお、国税通則法の目的規定を改正し、税務行
政において納税者の権利利益の保護を図る趣旨を
明確にすることについて、行政手続法の目的規定
と平仄をとるためには、行政運営における透明性
の向上を図る趣旨も明確にすべきである。
▼また、納税者権利憲章には「国民の行った手続
は、誠実に行われたものとしてこれを尊重するこ
と。」の文言を入れるべきである。憲章を行政文
書とするのであれば、その作成過程においてパブ
リックコメントを実施する等、国民（納税者）の
意見を十分に反映させるべきである。
▼さらに、これらの改正とあわせて国税通則法の
題名を改正後の法律の内容をよく表すものとなる
よう変更するべきである。

３．平成28年1月から運用開始が予定されているマ
イナンバー制度については、厳格かつ適切な運用
が必要であり、国民に定着し信頼を得るまでは利
用範囲の拡大を図らないこと。（新規）

▼マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の行
政手続面で利用され、行政の効率化、国民の利便
性向上、公平・公正な社会の実現のための基礎と
して運用される。そのためには、次のような整備
をすべきである。
⑴　個人番号関係事務実施者等のセキュリティの
具体的方策を周知徹底すること。

⑵　番号の記載誤りについて、補正制度を導入す
ること。

⑶　税務調査時の番号利用について、手続規定を
設けること。

⑷　マイ・ポータルは電子申告と連携すること。
⑸　マイナンバー制度に関する政省令や通達など
の命令等を制定する際は、例外なくパブリック
コメントを実施すること。

Ⅲ　国及び地方公共団体の
会計制度改革

財政再建の議論を行うためには、我が国の真の
財政状況を把握する必要がある。しかし、現在、
国が公表している財務書類では適正な財政状態の
把握は困難である。増税や歳出削減に対する国民
の理解を得るためには、複式簿記に基づく発生主
義会計の導入により、財務諸表の信頼性と検証可
能性を高めるべきである。
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